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事業名 対象者 事業（補助）内容 担当課

コウノトリ支援
事業

不妊治療または不育症治療を受けた
法律上の夫婦または事実婚の関係に
ある夫婦で、次の要件を満たす市民
等

保険診療適用外の人工授精・体外受精、顕微
授精、不育症治療、男性不妊治療に係る費用
に対する補助
治療費の合計の２分の１（上限30万円）

健康づくり推進課
☎62-3189

低所得世帯の妊婦
に対する初回産科
受診料に対する助
成金

初回の産科受診日において、市内に
住所を有する住民税非課税世帯また
は生活保護受給世帯に属する妊婦

・�対象経費：妊娠判定に要した費用（診察・
尿検査・超音波検査等）

１回の妊娠につき上限額１万円、上限額と実際
に支払った妊娠判定費用を比較し、低い金額
※保険診療となった場合は、対象外
・助成回数：同一年度につき１回

健康づくり推進課
☎62-3189

佐久市がん患者ア
ピアランスケア助
成金

がんと診断され、がんの治療を受け
た（受けている）市民または助成対
象補正具に対し、医療保険による医
療に関する給付等を受けていない市
民

助成の対象となる補整具
・�頭髪補整具（ウィッグ、装着用ネット、毛
付き帽子）
・�乳房補整具（補整パッド、補整下着、専用
入浴着、人工乳房）
・�その他（エピテーゼ（補整用人工物））
助成額：各補整具等ごと購入費用の２分の１
（上限２万円）

健康づくり推進課
☎62-3196

生まれてくる赤ち
ゃんのための風し
ん予防接種費用の
一部助成

保健所等が実施する風しん抗体検査の
結果、風しんの免疫が低いため予防接
種が必要とされ、妊娠を希望する女性
等

風しん予防接種費用に対する助成（助成額
3000円）

健康づくり推進課
☎62-3527

おたふくかぜ予防
接種費用の一部助
成

接種を希望する1歳以上2歳未満の
小児

おたふくかぜ予防接種費用に対する助成（助
成額3000円）

健康づくり推進課
☎62-3527

造血細胞移植後の
ワクチン再接種費
用の助成

予防接種を受ける日に20歳未満
で、造血細胞移植により移植前に接
種した定期の予防接種ワクチンの免
疫が消失した可能性が高く、再接種
が必要と医師が認める方

造血細胞移植後のワクチン再接種費用に対す
る助成
助成の対象となる予防接種
・�定期予防接種A類のワクチンで、再予防接
種であること
・�再接種が必要と医師が認める予防接種であ
ること
・平成31年４月１日以降の再接種であること

健康づくり推進課
☎62-3527

佐久市骨髄等ドナ
ー支援事業助成金

ドナー（骨髄等を提供した日・助成金
申請時に、公益財団法人日本骨髄バ
ンクが実施する骨髄バンク事業にお
いて骨髄等の提供を完了した市民）

骨髄等ドナーの提供に対する助成
通院等に要した日数１日につき２万円（上限
10日）

健康づくり推進課
☎62-3527

人間ドック受診者
補助金

国民健康保険および後期高齢者医療
保険加入者

人間ドック受診費用の一部に対する補助�
日帰りドック：１万5000円
一泊二日ドック：２万5000円

国保医療課
☎62-3164（国保）
☎62-2915（後期高齢）

医療・健康

事業名 対象者 事業（補助）内容 担当課

佐久市太陽光発電
設備・蓄電システ
ム導入補助金

佐久市太陽光発電設備・蓄電システ
ムを設置する市民等

・太陽光発電設備の設置に対する補助
　新築：�太陽光モジュールの最大出力１KW

当たり１万円（上限10万円）
　既築：�太陽光モジュールの最大出力１KW

当たり３万円（上限20万円）
・�蓄電システムの設置に対する補助
　�太陽光発電設備と一緒に設置する方又は既
に太陽光発電設備設置されている方が対象
（上限10万円）

環境政策課
☎62-2917

佐久市省エネ家電
製品普及促進事業
補助金

自らが居住している市内にある住宅
に対象製品を設置する市民等

・ＬＥＤ照明の買換えに対する補助
　�市内に本店を有する事業所で購入：対象経
費の２分の１以内（上限5000円）
　�上記以外の事業所で購入：対象経費の４分
の１以内（上限2000円）
・�電気冷蔵庫及びエアコンの買換えに対する
補助
　�市内に本店を有する事業所で購入：対象経
費の５分の１以内（上限３万円）
　�上記以外の事業所で購入：対象経費の10分
の１以内（上限１万円）

環境政策課
☎62-2917

暮らし・環境

https://www.city.saku.nagano.jp/kyoiku/kosodate/ninshin_shussan/konotori.html
https://www.city.saku.nagano.jp/kyoiku/kosodate/ninshin_shussan/syokaisannkajusinnryo.html
https://www.city.saku.nagano.jp/kenko/kenkozoshin/topics/apiaransu.html
https://www.city.saku.nagano.jp/kenko/kenshin_yobosesshu/yobosesshu/fushin_nini.html
https://www.city.saku.nagano.jp/kenko/kenshin_yobosesshu/yobosesshu/otafuku.html
https://www.city.saku.nagano.jp/kenko/kenshin_yobosesshu/yobosesshu/saiseshu.html
https://www.city.saku.nagano.jp/kenko/kenkozoshin/topics/kotsuzui.html
https://www.city.saku.nagano.jp/kurashi/zeikin_hokenryo/kokuho_nenkin_kouki/kokuho/ninngenn_dokku.html
https://www.city.saku.nagano.jp/kurashi/zeikin_hokenryo/kokuho_nenkin_kouki/kokikoreishairyo/ninngenndog_hozyo.html
https://www.city.saku.nagano.jp/kurashi/kankyo_kogai/ondankataisaku/hojo/taiyokohatsuden/taiyoukoutikudennti.html
https://www.city.saku.nagano.jp/kurashi/kankyo_kogai/ondankataisaku/hojo/syouenekaden.html
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事業名 対象者 事業（補助）内容 担当課

佐久市木質バイオ
マス熱利用設備導
入事業補助金

自ら居住または居住を予定している
市内にある住宅に対象設備を設置す
る市民等

・�ペレットストーブ本体の購入、設置に対す
る補助
対象経費の２分の１以内（上限15万円）

・�木質バイオマスボイラー本体の購入・設置
に対する補助：対象経費の３分の１以内
（上限100万円）
・�木質バイオマス燃料製造設備の購入・設置
に対する補助：対象経費の３分の１以内
（上限300万円）

環境政策課
☎62-2917

佐久市電気自動車
購入促進事業補助
金

国の補助金を受け、市内に事業所・代理
店を有する者から電気自動車を購入す
る市民等

電気自動車本体の購入費用に対する補助
国の補助金の２分の１以内（上限20万円）

環境政策課
☎62-2917

佐久市地域脱炭素
移行・再エネ推進
事業補助金

・�自ら所有し事業を行う市内の事業
所、工場、店舗等に太陽光発電設
備を設置する個人事業主又は法人
その他の団体
・�市内の事業所等に当該所有者との
PPA又はリース契約に基づき太陽
光発電設備を設置する個人事業主
又は法人その他の団体

太陽光発電設備の設置に対する補助
１ｋＷ当たり５万円に、太陽光モジュールの
公称最大出力の合計値又はパワーコンディシ
ョナーの定格出力の合計値のいずれか低い値
を乗じて得た額(千円未満は切り捨て、上限無
し）

環境政策課
☎62-2917

佐久市猫繁殖制限
手術費補助金

自らが飼育する飼い猫または飼い主
のいない猫に市内の動物病院で不妊
去勢手術を受けさせた方

・飼い猫
去勢手術：上限3000円/匹
不妊手術：上限5000円/匹
・飼い主のいない猫
去勢手術：上限5000円/匹
不妊手術：上限8000円/匹
・�不妊手術で妊娠しており別途処置費用がか
かる場合
上限１万円/匹

環境政策課
☎62-2917

佐久市生ごみ処理
機等購入費補助金

市内に居住している者
（他にも要件有り）

未使用品の生ごみ処理機等の購入に対する補
助
補助額：本体購入価格の２分の１以内
・生ごみ処理機：上限３万円
・生ごみ処理容器：上限1台あたり6000円

生活環境課
☎62-3094

自転車用ヘルメッ
ト購入費補助金

市内に住所があり現に居住している
者

ＳＧ基準等に適合する新品の自転車用ヘルメ
ットの購入費の２分の１を補助（上限3000
円）

生活環境課
☎62-3094

運転卒業サポート
事業

運転免許を自主的に公安委員会へ返
納または運転免許が失効のいずれか
から５年以内の方（市内在住者）

佐久市公共交通プリペイドカードを支給　
2000円分×５枚

生活環境課
☎62-3094

浄化槽設置整備事
業補助金

市内に住所があり、下水道事業の設
置整備計画区域外で住宅等に合併処
理浄化槽を設置される方

・５人槽：33万円
・６～７人槽：41万4000円

下水道課
☎63-0101

佐久市小型除雪機
等購入費補助金 区やその他公共的団体

区やPTAなどの公共的団体に対する補助�
道路等の公共施設の除雪に使用する小型除雪
機等の購入費の２分の１を補助（上限30万
円）

土木課
☎62-3302

空き家再生等推進
事業補助金 空き家の所有者等

・�活用事業：建物を地域のコミュニティの場
として空き家を改修、整備し、地域住民参
加型の施設とする場合に、補助対象経費の
３分の２を補助（上限240万円）
・�除却事業：空き家を解体した跡地を地域コ
ミュニティの場として整備し、維持管理を
行う場合に、補助対象経費の５分の４を補
助（上限240万円）

建築住宅課
☎62-3430

無接道敷地空家等
除却事業補助金

道路に接していない敷地に建つ空き
家の隣接地所有者

道路に接していない敷地とそこに建つ空き家
を隣接者が取得、解体し、跡地を自己の敷地
として一体的に利用する場合に、補助対象経
費の４分の１を補助（上限50万円）

建築住宅課
☎62-3430

佐久市木造住宅耐
震診断事業

・住宅の所有者および居住者
・住宅の所有者の２親等内の親族

昭和56年５月31日以前に工事着手された木
造在来工法による１戸建ての住宅の無料耐震
診断

建築住宅課
☎62-6637

佐久市木造住宅耐
震補強事業補助金

・�住宅の所有者（佐久市に居住して
いる方）および居住者
・住宅の所有者の２親等内の親族

耐震性がないと判断された木造住宅の耐震補
強工事等に係る費用に対する補助（上限145
万円＋県上乗せ50万円）

建築住宅課
☎62-6637

ブロック塀等撤去
事業補助金 ブロック塀等の所有者

安全性の確認できないブロック塀等の撤去ま
たは低く改修する工事の費用に対する補助
（上限10万円）

建築住宅課
☎62-6637

https://www.city.saku.nagano.jp/kurashi/kankyo_kogai/ondankataisaku/hojo/pelletstoveetc/h27mokushitsubio.html
https://www.city.saku.nagano.jp/kurashi/kankyo_kogai/ondankataisaku/hojo/evhojyokin.html
https://www.city.saku.nagano.jp/kurashi/kankyo_kogai/ondankataisaku/hojo/saienesuisinhozyo.html
https://www.city.saku.nagano.jp/kurashi/dobutsu_pet/pet/chiikinekokatudou.html
https://www.city.saku.nagano.jp/kurashi/gomi_recycle/genryo_recycle/namagomishori_hojo.html
https://www.city.saku.nagano.jp/kurashi/anzen_doro_kasen/kotsuanzen/herumettohojo.html
https://www.city.saku.nagano.jp/kurashi/kokyokotsu/henno.html
https://www.city.saku.nagano.jp/kurashi/gesuido/joukasou/20210420.html
https://www.city.saku.nagano.jp/kurashi/anzen_doro_kasen/doro/josetsuki_hojokin.html
https://www.city.saku.nagano.jp/machizukuri/toshi_machizukuri/machizukuri/akiyakaishu.html
https://www.city.saku.nagano.jp/kurashi/jutaku/akiya/20240401.html
https://www.city.saku.nagano.jp/kurashi/jutaku/jutakutou/taishinshindan.html
https://www.city.saku.nagano.jp/kurashi/jutaku/jutakutou/house-taishin-hokyo.html
https://www.city.saku.nagano.jp/kurashi/jutaku/jutakutou/block-hei-hojo.html
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事業名 対象者 事業（補助）内容 担当課

アスベスト飛散防
止対策事業補助金

建築物の所有者、管理者または占有
者

・�吹付けアスベスト等の分析調査に係る費用
に対する補助（上限25万円）
・�多数の者が利用する建築物で多数の者が共
用で利用する部分において露出する吹付け
アスベスト等を除去する費用に対する補助
（上限800万円）
※�補助金の措置に時間を要するため事前にご
相談ください。

建築住宅課
☎62-6637

災害危険住宅移転
事業補助金 住宅の居住者

・�土砂災害特別警戒区域等に建つ危険住宅の
除却費等に対する補助（上限97万5000
円）
・�危険住宅に代わる住宅の建設または購入に
伴う金融機関等からの借入金利子に対する
補助（住宅の建設または購入に上限325万
円＋県上乗せ20万円、土地の取得に上限
96万円）
※�補助金の措置に時間を要するため事前にご
相談ください。

建築住宅課
☎62-6637

事業名 対象者 事業（補助）内容 担当課

住居確保給付金
離職等により経済的に困窮し、住居
を喪失した方または喪失するおそれ
のある方

お住まいの家賃相当額（上限額有り）の支給
および就労支援等

福祉課
☎62-2914

身体障害者自動車
運転免許取得費補
助金

身体障害者手帳１級から４級までに
該当する方（所得制限有り）

身体障害者が第1種普通自動車運転免許を取得
するための経費に対する補助（対象経費の３
分の２以内、上限10万円）

福祉課
☎62-3147

身体障害者自動車
改造費補助金

身体障害者手帳所持者のうち、上
肢、下肢または体幹の機能障害のあ
る方（所得制限有り）

身体障害者が所有および運転する自動車の操
行装置、駆動装置等を改造する経費に対する
補助（上限10万円）

福祉課
☎62-3147

障害者にやさしい
住宅改良促進事業
補助金

65歳未満の身体障害者手帳所持者（所
得制限等有り）

身体障害者が常時使用する居室、浴室、トイ
レ、洗面所等を改良する経費に対する補助
（上限70万円）

福祉課
☎62-3147

通所通園費等推進
事業補助金

県内の心身障害児等施設等に入所ま
たは通所している障がい児等の介護
者

県内の心身障害児等施設に入所している障が
い児等の帰省や面会、重症心身障害児等施設
への通園に際して有料道路を利用した場合の
通行料金に対する補助
・�有料道路利用：対象経費の２分の１以内
（上限4万円/年）
・�通園：１か月2000円を超える交通費の２
分の１以内

福祉課
☎62-3147

軽度・中等度難聴
児補聴器購入補助
金

身体障害者手帳の交付対象外で、指
定専門医により補聴器の装用が必要
であると診断を受けている18歳未
満の児童

補聴器の購入または修理に係る費用に対する
補助
補聴器等の種類により規定される基準額の３
分の２

福祉課
☎62-3147

障害児通園施設利
用療育支援事業補
助金

障害児通園施設に通園する障がい児
の他に、兄または姉がいる世帯の保
護者

障害児通園施設の利用者負担の軽減
・２人目：50％軽減
・３人目以降：100％軽減

福祉課
☎62-3147

高齢者にやさしい
住宅改良促進事業
補助金

65歳以上の高齢者であって、要介
護認定で要支援または要介護の認定
を受けた方、もしくは身体障害者手
帳１級から３級までを所持する方
で、前年の所得税額の合計額が８万
円以下の世帯に属する方

要支援または要介護認定を受けた方や身体障
害のある方が常時使用する居、浴室、台所、
トイレ、洗面所等を改良する経費に対する補
助（上限70万円）
自己負担額：補助対象額の１割

高齢者福祉課
☎62-3154

はいかい高齢者家
族支援サービス事
業補助金

市内に住所があり、在宅で介護を受
けている方、認知症と診断されてい
る方、認知症高齢者情報提供票を作
成している方等の親族等で、市内に
住所がある方（はいかい高齢者及び
対象者が市税等を滞納していないこ
とも要件）

GPSによる「はいかい探知機」の関係費用の
一部に対する補助
・�初期費用　初期費用の２分の１以内（上限
25,000円）
・�月額基本料金　月額基本料金の２分の１以
内（上限月額基本料金２千円、上限月数12
か月）

高齢者福祉課
☎62-3154

認知症カフェ（オ
レンジカフェ）設
立事業補助金

市内に住所があり、認知症カフェを
設立しようとする者

認知症カフェの設立に必要となる経費に対す
る補助（上限20万円）

高齢者福祉課
☎62-3157

福祉

https://www.city.saku.nagano.jp/kurashi/tochi_jutaku/jutakutou/asubesuto_hojyo.html
https://www.city.saku.nagano.jp/kurashi/tochi_jutaku/jutakutou/dosha_hojo.html
https://www.city.saku.nagano.jp/kenko/fukushi/201611231619.html
https://www.city.saku.nagano.jp/kenko/fukushi/shogaishafukushi/fukushiservice/seikatsushien.html
https://www.city.saku.nagano.jp/kenko/fukushi/shogaishafukushi/fukushiservice/seikatsushien.html
https://www.city.saku.nagano.jp/kenko/fukushi/shogaishafukushi/fukushiservice/kyotakufukushi.html
https://www.city.saku.nagano.jp/kenko/fukushi/shogaishafukushi/fukushiservice/kyotakufukushi.html
https://www.city.saku.nagano.jp/kenko/fukushi/shogaishafukushi/fukushiservice/kyotakufukushi.html
https://www.city.saku.nagano.jp/kenko/fukushi/shogaishafukushi/shisaku/tashi201604.html
https://www.city.saku.nagano.jp/kenko/ikiiki/R6shien_menu.html
https://www.city.saku.nagano.jp/kenko/ikiiki/ninijigyo_sonota/ninchisho.html
https://www.city.saku.nagano.jp/kenko/ikiiki/ninijigyo_sonota/sakushininchishocafe.html


5 広報佐久 別冊 令和７年５月

事業名 対象者 事業（補助）内容 担当課

訪問型サービスD
事業運営費補助金

要支援者に対し、日常生活のための
移動支援や移送前後の付添い支援を
行う団体等

サービス利用調整に係る人件費、消耗品費、
使用料・賃借料、通信運搬費、保険料等への
補助（年間合計上限24万円）

高齢者福祉課
☎62-3157

通所型サービスB
事業立上げ・運営
費補助金

居場所、通いの場等の運営により、
居宅で要支援者等が自立した日常生
活を送ることを現に支援または支援
する予定の団体等

・�事業の立ち上げに必要な備品の購入費への
補助（年間上限10万円）
・�運営費への補助（支援者数等により金額が
異なる）

高齢者福祉課
☎62-3157

日常生活用具給付
事業

・身体障害者手帳所持者
・療育手帳所持者
・難病患者

日常生活がより円滑に行われるための日常生
活支援用具などの購入費を補助
原則１割自己負担（所得によって自己負担上
限額有り）

福祉課
☎62-3147

補装具給付費事業 ・身体障害者手帳所持者
・難病患者

身体上の障がいを補い日常生活を容易にする
ために必要な補装具（補装具、短下肢装具
等）の購入費を補助
原則１割自己負担（所得によって自己負担上
限額有り）

福祉課
☎62-3147

重度障害者介護用
品給付事業

65歳未満の障がい者を介護する住
民税非課税世帯に属する介護者

在宅の寝たきりの障がい者を介護している方
の負担軽減を図るため、紙おむつなどの介助
用品の購入費を補助

福祉課
☎62-3147

事業名 対象者 事業（補助）内容 担当課

佐久市新規就農者
定着支援事業補助
金

就農時の年齢が60歳未満で、就農
後３年を経過しておらず、独立・自
営就農であること
（他にも要件有り）

新規就農者および農業後継者の農業経営に要
する経費に対する補助
・�新規就農者：３年間で合計100万円を分割
交付。（原則１年目に60万円、２年目に
20万円、３年目に20万円）
・�農業後継者：３年間で合計50万円を分割交
付。（原則１年目に30万円、２年目に10
万円、３年目に10万円）

農政課
☎62-3203

農作物等有害鳥獣
被害対策防止事業

市内の農地等を所有または借り受
け、市内において延長100ｍ以上の
防護柵等を設置しようとする者

農業者および農業者団体等が農作物等を有害
鳥獣の被害から守るために設置する電気柵、
防護柵等の原材料費の購入に要する経費に対
する補助
対象経費の10分の３以内（上限10万円）

農政課
☎62-3203

耕作放棄地再生事
業

耕作放棄地を借り受けるまたは所有
権を得てから１年以内の者で、再生
作業を行おうとする者

耕作放棄地を再生した面積に対する補助
・再生：３万5000円/10a
・営農再開：2万5000円/10a
・�市民農園等開設：整備事業費の２分の１以
内（上限２万5000円/10a）
・�農地景観：景観作物の種子購入費の２分の
１以内（上限5000円/10a）

農政課
☎62-3203

水田フナ養殖技術
継承支援事業補助
金

水田で小鮒の養殖と出荷を行う生産者

小鮒の養殖技術の継承と生産量拡大を目的
に、出荷を行う生産者に対して補助
・水田フナ養殖支援事業
　�水稲割合に応じて１万2500円～５万円
/10a
・収量アップ技術実証支援事業
　�水深を深くする工事または酸素供給設備の
導入費用の２分の１以内（上限５万円）

農政課
☎62-3203

佐久市農業者収入
保険加入促進事業
補助金

市内に住所があり、収入保険に加入
した農業者

収入保険の加入者が負担する掛捨て保険料に
対して一部補助

農政課
☎62-3203

佐久市故郷ふれあ
い交流事業補助金

市内に住所があり、本事業を３年以
上継続して実施する見込みのある者

都市部住民向けの農業体験イベント等を実施
する費用に対し上限20万円を補助（申請期
限：7月末）

農政課
☎62-3203

佐久市「暮らしと
しての農業」農家
創出事業補助金

市内に住所があり、本事業を３年以
上継続して実施する見込みのある者

市民が農業に触れることのできる体験イベン
ト等を実施する費用に対し、上限20万円を補
助（申請期限：7月末）

農政課
☎62-3203

農業

https://www.city.saku.nagano.jp/kenko/ikiiki/kaigoyobo/zyuminsyutaisa-bisu.html
https://www.city.saku.nagano.jp/kenko/ikiiki/kaigoyobo/zyuminsyutaisa-bisu.html
https://www.city.saku.nagano.jp/kenko/shogaishafukushi/fukushiservice/seikatsushien.html
https://www.city.saku.nagano.jp/kenko/shogaishafukushi/fukushiservice/shogaishasogo.html
https://www.city.saku.nagano.jp/kenko/shogaishafukushi/shisaku/zyudo-kaigoyouhin.html
https://www.city.saku.nagano.jp/machizukuri/nogyo/sangyo/sinksyuunou/teityakushien.html
https://www.city.saku.nagano.jp/machizukuri/nogyo/kurashi/hojyo/yugaichoju.html
https://www.city.saku.nagano.jp/machizukuri/nogyo/sangyo/josei_seido/kousakuhoukiti.html
https://www.city.saku.nagano.jp/machizukuri/nogyo/hojyo/keisyousien.html
https://www.city.saku.nagano.jp/machizukuri/nogyo/saigai/chuijoho/shunyuhoken.html
https://www.city.saku.nagano.jp/machizukuri/nogyo/hojyo/hurusatohureaihozyo.html
https://www.city.saku.nagano.jp/machizukuri/nogyo/hojyo/kurasinougyouhozyokin.html


2025（令和７）年５月１日発行　発行／佐久市（〒385-8501　長野県佐久市中込3056）
	 	 	 　編集／企画部広報広聴課（TEL	62-2111）

資源保護のため
植物性インキ／再生紙を使用しています。 6

事業名 対象者 事業（補助）内容 担当課

新規狩猟免許取得
者等補助金 市民

新規狩猟免許等取得に係る費用に対し一部補
助
・狩猟免許手数料：5200円
・�猟銃及び空気銃の取り扱いに関する講習手
数料：6900円
・射撃教習資格認定手数料：8900円
・銃砲刀剣類等所持許可手数料：１万500円

耕地林務課
☎62-3242

佐久市勤労者生活
資金等融資制度

佐久市勤労者互助会会員および長野
県労働金庫互助会の会員または労働
組合にご加入の組合員の方（他にも
要件有り）

・�融資対象資金：自動車資金、教育資金、住
宅資金、その他生活資金
・融資金額：最高300万円
・返済期間：最長10年
・�融資利率：長野県労働金庫で扱う融資商品
の適用金利より0.03%引き下げた利率

商工振興課
☎62-3265

佐久市要保護・準
要保護児童等援助
費

児童生徒の住所が市内にあり、児童
扶養手当を受給または世帯総所得が
基準以下である等の条件に該当する
保護者

就学するために必要な学用品費、通学用品費、
新入学児童等学用品費等（新１年生）、校外
活動費、修学旅行費、給食費等の一部を援助

学校教育課
☎62-3478

佐久市特別支援教
育就学奨励費

小中学校の特別支援学級等に就学す
る児童生徒の保護者（世帯の所得条
件有り）

就学するために必要な学用品費、通学用品費、
新入学児童等学用品費等（新１年生）、校外
活動費、修学旅行費、給食費等の一部を援助

学校教育課
☎62-3478

佐久市芸術文化活
動事業補助金

市内に活動拠点があり、市民が含ま
れる団体

市内で市民を対象に行う芸術文化に関する事
業に対する補助
・�プランＡ（一般的な事業）：上限10万円
（補助対象経費の２分の１以内）
・�プランＢ（プランAに比べて高い芸術性を
持つ事業）：上限30万円（補助経費の２分
の１以内）

文化振興課
☎62-5535

事業名 対象者 事業（補助）内容 担当課

佐久市販路拡大支
援事業補助金

市内に営業所又は事業所を有する法
人（個人事業主を含む）

展示会や見本市等への出展、受注機会や販路
の拡大に係る経費を補助
・�補助率：補助対象経費の30%
（上限10万円（国内出展の場合）、45万円
（海外出展の場合））
・�申請回数：同一年度内において、補助事業
者ごとに国内外各１回限り

商工振興課
☎62-3265

佐久市中小企業退
職金共済掛金補助
金

市内に事業所を有する事業者
中退共や特退共等の制度に新規に加入した従
業員に係る掛金の一部を補助
新規加入者の１月～12月までの合計掛金の
20％（上限１人あたり7200円）

商工振興課
☎62-3265

佐久市空き店舗対
策事業補助金

市内の空き店舗を活用して新たに開
店する方

佐久市空き店舗情報に登録がある店舗を賃借
し、新たに開店する経費に対する補助
・�空き店舗改修に要する対象経費の3分の1以
内（上限70万円）
・�空き店舗家賃に要する対象経費の30％以内
（上限３万円）

商工振興課
☎62-3265

佐久市中小企業エ
ネルギーコスト削
減助成金

中小企業者であって、市内に本店も
しくは主たる事業所を有する法人ま
たは市内に住所を有する個人事業主

自己の事業を営む事務所等で使用している設
備を更新し、エネルギーコストの削減、収益
構造の改善等を目的とした省エネ効果の高い
機器及び設備の更新経費に対する補助
・�対象設備：LED照明、空調設備、ボイラ
ー・給湯設備、業務用冷凍冷蔵設備、産業
用動力、変圧器その他事業に必要な設備
・�助成金額：助成対象経費の２分の１以内
（上限50万円）

商工振興課
☎62-3265

佐久市産業立地応
援プラン

業種等の要件を満たす商工業者
（市内外は問わない）

・�市内に工場等を新設・増設等する際に係る
用地取得または設備投資に対する補助
・�市内空き工場等を賃借して新設・増設等す
る際に係る賃借料に対する補助
※�各補助を受けるためには、それぞれで要件
を満たす必要があります。
※�補助金活用をご検討される場合、まずは担
当課へご連絡ください。

商工振興課
☎62-3265

その他

事業者向け

https://www.city.saku.nagano.jp/kurashi/dobutsu_pet/yaseidoubutu/mennkyo.html
https://www.city.saku.nagano.jp/machizukuri/shokogyo/josei_seido/gojokai.html
https://www.city.saku.nagano.jp/kyoiku/kyoikuiinkai/shinsei/shugakuenjo.html
https://www.city.saku.nagano.jp/kyoiku/kyoikuiinkai/shinsei/syuugakusyoureihi.html
https://www.city.saku.nagano.jp/bunka/bunka/bunkajigyou/hojokin.html
https://www.city.saku.nagano.jp/machizukuri/shokogyo/josei_seido/hanrokakudai.html
https://www.city.saku.nagano.jp/machizukuri/shokogyo/koyo_rodo/taishokuhojokin.html
https://www.city.saku.nagano.jp/machizukuri/shokogyo/josei_seido/akitenposeidoosirase.html
https://www.city.saku.nagano.jp/machizukuri/shokogyo/josei_seido/sangyohojyo.html

